
平成３０年６月２７日 

第１１１回八戸市都市計画審議会 



都市計画に関する情報提供 

 ①八戸市都市計画審議会について 

 ②八戸市都市計画マスタープランについて 

 ③八戸市立地適正化計画について 

 ④都市計画道路の見直しについて 
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 ①八戸市都市計画審議会について 

都市計画法第77の２第1項の規定により設置される機関で、 
①都市計画法によりその権限に属された事項の調査審議をすること 
②市長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議をすること 

1.職務 

2.審議会委員構成 

当審議会の委員は学識経験者、市議会議員、国・県の職員、市の住民で構成さ
れております。委員数は１５名。 

3.審議会の位置付け 

「都市計画を決定・変更する際、都市計画審議会の議を経て決定・変更するも
の」と都市計画法の条文に記載されている。 
 
 
◇都市計画審議会で案が否決されると、一般的には都市計画を決定・変更でき
ない。 

言い換えれば 

【都市計画の種類】 
土地利用（市街化区域、市街化調整区域、用途地域など）、都市施設（道路、公園、下水
道など）、市街地開発事業（土地区画整理事業など）、地区計画等 
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 ②八戸市都市計画マスタープランについて    

全体構想 八戸市全体の将来像を示す 

地域別構想 
市内を身近な地域に区分し、
各々の将来像を示す 

推進方策 
構造の実現のための進め方
を示す 

【都市計画マスタープランの構成】 【将来都市像】 

【地域別構想】 
市内の行政区分や市
街地形成を基本とし
つつ、南郷地域を含
めた11地域に区分 

【将来都市構造】 

■都市計画マスタープランについて （目標年次：平成50年） 
  
●目指す将来像やその実現に向けた基本方針などを示す「都市計画」の指針 
●平成30年3月に「えがおを はぐくむ えがおが つながる まち」を将来都市 
 像とする都市計画マスタープランを策定 
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 ②八戸市都市計画マスタープランについて    
■『コンパクト＆ネットワークの都市構造』とは 
  
●市街地の拡大を抑制して「コンパクト」な市街地を形成するとともに、市内各所

と拠点を結ぶ公共交通などの「ネットワーク」の充実を推進 

 

 

●人口が減少する中でも都市活力の維持・向上を図りながら、みんなが住みやす

い・住み続けられるまちを実現 

これにより… 

【「コンパクト&ネットワークの都市構造」の形成イメージ】 
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八戸市 青森県

八戸市総合計画 八戸都市計画区域マスタープラン

関
連
計
画

●八戸市地域公共交通網形成計画

●八戸市公共施設等総合管理計画

●八戸市農業計画

●八戸市環境基本計画

●八戸市地域福祉計画

●八戸市地域防災計画 など

各種都市

計画決定

身近な地区での

まちづくり

●区域区分…………○市街化区域、市街化調整区域

●地域地区…………○用途地域、高度利用地区 など

●都市施設…………○道路、公園、下水道 など

●市街地開発事業…○土地区画整理事業、市街地再開発事業 など

●地区計画 ●建築協定 ●緑地協定 など

■都市計画マスタープランに即して定める都市計画

■都市計画マスタープランに基づく個別計画

●八戸市

緑の基本計画

●八戸市中心市街地

活性化基本計画
●八戸市景観計画 ・・・・

即する
調整

連携
・八戸市都市計画マスタープラン

八戸市立地適正化計画
※都市計画マスタープランの一部とみなされる

■計画の位置付けについて 

 ②八戸市都市計画マスタープランについて    
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 ③八戸市立地適正化計画について    
立地適正化計画とは・・・ 
 

○人口減少や超高齢社会が進行する中でも、暮らしやすいまちの構造（コ
ンパクト&ネットワークの都市構造）を形成してくための計画 

○八戸市では、都市再生特別措置法に基づき平成30年3月に策定 
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・田向地区計画における公共公益施設地
区の一部、沿道地区（１）､沿道地区
(3)に該当する区域 

【誘導施設】大規模病院等 

都市機能誘導区域（田向地区） 
・八戸駅周辺の「商業地域」の
範囲を基本に駅西土地区画整
理事業地域内の一部を含む区
域 

【誘導施設】その他集客施設 

都市機能誘導区域 
（八戸駅周辺地区） 

・公共交通の利便性の高いエリア 

1. バス路線（市内幹線軸）から「道のり」
300m⇒直線距離（幅）約200m 

2. 鉄道駅（八戸駅除く）から半径500ｍ 
3. 鉄道駅（八戸駅）から半径1km 

を基本に、国勢調査：基本単位区に基づい
て区域を設定 

居住誘導区域 

・「八戸市中心拠点地区整備計画」の計画区
域を基本とした区域 

【誘導施設】大規模商業施設、大規模病院等、
その他集客施設 

都市機能誘導区域（中心街地区） 

 ③八戸市立地適正化計画について    
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 ④都市計画道路の見直しについて    
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 ④都市計画道路の見直しについて    
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